
障がいの有無にかかわらず、全ての市民が互いに
人格と個性を尊重し合いながら、安心して暮らす
ことのできる共生社会を目指す。

障がいの有無にかかわらず、全ての市民が互いに
人格と個性を尊重し合いながら、安心して暮らす
ことのできる共生社会を目指す。

地域生活の支援体制の充実 地域生活の支援体制の充実

　各論１・各論２に対応 　各論１・各論２に対応

第３次計画の構成（案）

第１部　総論

基本理念

第３次新潟市障がい者計画の構成について

第２次計画の構成

第１部　総論

基本理念
基本理念・基本目標については

２次計画を踏襲

資料４

自立の実現にむけた支援と療育・教育の充実 自立の実現にむけた支援と療育・教育の充実

　各論３・各論４に対応 　各論３・各論４に対応

地域社会の障がいに関する理解の促進 地域社会の障がいに関する理解の促進

　各論５・各論６に対応 　各論５・各論６に対応

国の動き

1 地域生活の支援 1 地域生活の支援

(1) 相談支援体制の充実 (1) 相談支援体制の充実

(2) 在宅サービスの充実 (2) 在宅サービスの充実

(3) 経済的な支援 (3) 経済的な支援

(4) サービス基盤の充実 (4) サービス基盤の充実

(5) 地域生活を支える人づくり (5) 地域生活を支える人づくり

(6) スポーツ・文化活動の振興及び余暇活動の支援 (6) スポーツ・文化活動の振興及び余暇活動の支援

第２部　各論

基本目標基本目標

第２部　各論
●障害者虐待防止法（平成24年10月施行）

→虐待を受けた障がいのある人に対する保護、養護者に対する支援

●障害者総合支援法（平成25年4月施行）

●障害者優先調達推進法（平成25年4月施行）

→障害者就労施設等の受注の機会を確保

●公職選挙法の改正（平成25年6月）

→成年後見人が付いた人の選挙権回復(6) スポーツ・文化活動の振興及び余暇活動の支援 (6) スポーツ・文化活動の振興及び余暇活動の支援

(7) 情報提供・コミュニケーション支援の充実 (7) 情報提供・コミュニケーション支援の充実

(8) 権利擁護の推進

2 保健・医療・福祉の充実 2 保健・医療・福祉の充実

(1) 障がいの予防と早期の気づき・早期の支援 (1) 障がいの予防と早期の気づき・早期の支援

(2) 医療及びリハビリテーションの充実 (2) 医療及びリハビリテーションの充実

(3) 精神保健と医療施策の推進 (3) 精神保健と医療施策の推進

3 雇用促進と就労支援 3 療育・教育の充実

(1) 雇用促進と一般就労の支援 (1) 就学前療育の充実

(2) 福祉施設等への就労の支援 (2) 学校教育の充実

(3) 放課後等活動の充実

4 療育・教育の充実 　

(1) 就学前療育の充実 4 雇用促進と就労支援

(2) 学校教育の充実 (1) 雇用促進と一般就労の支援

(3) 放課後等活動の充実 (2) 福祉施設等への就労の支援

5 生活環境の整備 本市の動き 5 生活環境の整備

成年後見人が付いた人の選挙権回復

●第３次障害者基本計画の策定（平成25年9月）

基本原則等の見直し（地域社会における共生、差別禁止、国際的協

調）

施策分野の新設・見直し

●障害者権利条約の批准（平成26年1月）

→障がいに基づくあらゆる差別の禁止、障がい者が社会に参加し包容さ

れることの推進

●障害者差別解消法（平成28年4月施行）

→障害を理由とする差別の解消を推進

●障害者雇用促進法の改正（平成28年4月施行（一部平成30年4月施

ライフステージの順番となるよう

各論３と各論４を入れ替え

5 生活環境の整備 本市の動き 5 生活環境の整備

(1) 住宅環境の整備 (1) 住宅環境の整備

(2) 安心・安全なまちづくりの推進 (2) 安心・安全なまちづくりの推進

(3) 防災対策及び災害時支援体制の整備 (3) 防災対策及び災害時支援体制の整備

(4) 防犯、消費者トラブルの防止及び被害からの救済

6 啓発・広報活動の推進 6 差別の解消及び権利擁護の推進

(1) 障がいと障がい者に対する理解の普及 (1) 障がいを理由とする差別解消の推進

(2) 福祉教育の推進 (2) 権利擁護の推進

(3) ボランティア活動の支援・推進 (3) 障がいと障がい者に対する理解の普及

(4) 福祉教育の推進

(5) ボランティア活動の支援・推進

1 庁内の協力体制 1 庁内の協力体制

2 当事者団体、民間事業者、ボランティア団体との協力 2 当事者団体、民間事業者、ボランティア団体との協力

3 計画の推進 3 計画の推進

第３部　計画の推進に向けて第３部　計画の推進に向けて

●（仮称）障がいのある人もない人も一人ひとりが大切のされいかされ

る新潟市づくり条例の検討（平成25年度より検討会設置）

→差別的取扱・合理的配慮不提供の禁止、相談・紛争解決の仕組みづく

り。平成27年度中の施行を目指す

第３次障害者基本計画（国）に

おいて新設された分野のうち、

市の２次計画で項目のなかった

「防犯」「消費者トラブル防止」を

追加

差別解消法、市の条例を踏ま

え、差別の解消及び権利擁護

の推進として整理

3 計画の推進 3 計画の推進


